
  
  

  
 

 
 

  

  
   

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

   
 

 
 

 
   



 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



  

 
 

 
 

 
 

 



    
 
 
     

     

   

 

   

     

 19 

 

  22 23 

  24 28 

  29 30 

    31 

 
 

 

         

      

      

       

        

        

  



 1  
 



 2  
 

 
 

 

 

   

  
  

  
 

 
 

   
 

  
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 



 3  
 

 
 

 
    

 
 

 

 

 
 

 
    

 
 

 
 

     
 
○  
○  
○ 

 
○  
○  
○  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
○  
○  
○  

 
 

 
     
        
        

   
        



 4  
 

 

 
※  

       

       

          

  
  

 
 

 

   

   

   

事
業
の
妥
当
性 

   

 
 

 

   

協
働
の
必
要
性 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

実
現
可
能
性 

 
 

 

   

   

      



 5  
 

 
 

   
 

 
 

 
 

   
 

   

  
  

 
   

   
 

   

  
      

 

 

 
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 
 

      

 
 
 

 
 

 
   

 
 

    
 

   

   
 

   

 
 

  
 

   

Ⅰ  
  

        
        
Ⅱ  

 
 





 7
  
 

 
 

 
   

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
 

 
 

  
 

  
 

 
◆  
□

 
 
 
 
 
 
 
 



 8
  
 

   

  
 

 
 

 
○

 
⇒

 

 

 
 

 
○  
⇒  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
◆

 
□

 



 9
  
 

   

   
 

 
○  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

◆  
□

 
 
 
 



 10
  
 

   

  
 

 
 

 
○

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

○  

 

 
◆  
□

 
 
 



 11
  
 

   

 

 

 
 

 
○  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

◆  

 
□

 
 
 
 



 12
  
 

   

  
 

 

 
○

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
◆  

 
□

 
 



 13
  
 

   

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
◆  
□

 
 

 
 
 



 14
  
 

   

 
 

 
 

 

 
○  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆  
 

 
□  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15
  
 

   

 
 

 
 

 

 
○

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

◆  
□

 

 

 
 
 
 
 



 16
  
 

   

 
 
 

 

 
 

 
 

○
 

⇒
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
◆  
  
  

 
□

 
 
 
 



 17
  
 

   

 
 

   
 

 

 
○

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

◆  

 
 

 
□

 
 
 
 



 18
  
 

   

   
 

 
○

 
 

 

 
 

 
 

 
⇒

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
◆  
□

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19
  
 

   

 
 

 
 

 

 
○

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

◆  
 

 
□

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 20
  
 



 21
  
 

    
 
 

 



 22  
 

 
 

 
 

      

    

  
 

 
 

    

 

 
 

 

 
  

   
  

  
 

 
  

 

 

 
  

  
 

  

    

  
 

 
  

  
 

  

    

  
 
  

  
 

 
  



 23  
 

    

   
 

 

 
 

 
 

 
 

    

    

  
   

    

   
 

 

   
  

  
   

 
  

   
  

  
 

 
  



 24  
 

 
   
           

 
             

 
 
  

  

IT
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

※  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 25  
 

           
 

             

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

With.cfc 

 
 

 

 



 26  
 

           
 

             

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 



 27  
 

           
 

             

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

28

   
           

 
             

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

  
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

29

 
 

 
 
       

 
 
      

   
 
    
 
   

          
  

 
 

 
   
 
 
 
 
 
    
   
    
 
        
 
  

    
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
  

    

 
 

 



 
 

30

 
  

 

       

 

 

   

  
 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
   

 

   

  
 

 

   



 
 

31

 
 
 

  
   

 
 
 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

 
   
  

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 



事 案 調 書 （■経営会議  □経営調整会議  □局経営会議） 

開 催 日 時 ：平成２０年１１月１０日（月） 午前・午後 １１：００ ～ １２：１５ 

事案担当課 ：市民協働推進課 （内線２５１９） 

件 名 
パートナーシップの基本を定める条例について 

 
□新規 

□拡充 
充実 

総合計画の位置付け 
■有 □無 

政策名  

施策名 ボランティア活動の促進－ボランティア活動の支援 

条例等制定・改廃 
■有 □無 

条例名等 
(仮称)市民協働推進条例 
 

情報システム関連 
□有 ■無 

提 案 

理 由 

（背景及び必要性等） 
さがみはらパートナーシップ推進指針、総合計画後期実施計画等で位置づけられている「パートナ

ーシップの基本を定める条例」について、「パートナーシップ市民フォーラムさがみはら」から６月に

条例市民案の市長提案があった。 
これを受けて、本市としての策定方針及び検討方法について決定したい。 

概 要 

 ・条例の策定方針を、協働の推進、市民活動の推進、地域活動の推進とすること。 
 ・条例の名称を(仮称)市民協働推進条例とすること。 
 ・様々な主体で構成する検討委員会を設置して条例の検討を行うこと。 

事
案
の
具
体
的
内
容 

 

１ 条例制定の必要性 

 

皆で担う市民社会の実現のため、パートナーシップを推進するための基盤整備及びパートナーシップを

担う主体が活力を持って持続的な活動ができる環境づくりを整える必要がある 

 

＊さがみはらパートナーシップ推進指針、アクションプラン、総合計画後期実施計画においても 

「パートナーシップの基本を定める条例」の制定が位置づけられている。 

 

２ 本市の策定方針 

・本市の策定方針 

  協働の推進、市民活動の推進、地域活動の推進を今回の条例の枠組みとする  

・条例の名称 

  （仮称）市民協働推進条例  

 

３ 今後の検討方法 

・検討組織：外部組織…（仮称）市民協働推進条例検討委員会 

（構成員：学識経験者、自治会、企業、自営業、大学地域連携、市内ＮＰＯ団体、 

市民フォーラム、公募委員、行政） 

  上記構成員の検討委員会を設置する  

庁内組織…パートナーシップ推進会議（検討部会） 

・検討内容：庁内組織で事前検討を行った後、検討委員会で相模原にふさわしい条例について検討し、

タウンミーティング等で市民意見の聴取・反映に努める。 

・検討スケジュール：（仮称）市民協働推進条例検討委員会での検討 

       平成２1年１月～平成２２年８月の間に検討委員会１０回、タウンミーティング、

シンポジウムを開催 

（様式２）



事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

平成２０年１１月～平成２１年 １月：パートナーシップ推進会議検討部会での事前検討 

平成２１年 ２月～平成２２年 ８月：（仮称）相模原市市民協働推進条例検討委員会での検討、

                  タウンミーティング、シンポジウム等 

平成２２年 ８月～平成２２年１２月：９月議会説明、パブリックコメント、１２月議会上程 

平成２３年 １月：条例公布 

平成２３年 ４月：条例施行 

経
費
・
事
業
対
象
そ
の
他 

当初予算内訳    
市民協働推進事業 
平成２０年度予算額  ６４４千円 
平成２１年度予算額  ６２８千円(予定) 

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
の

課
題

・パートナーシップについての周知、意識啓発 
・タウンミーティング、シンポジウム等を通じた市民意見の聴取 
 

検
討
経
過 

平成１８年５月 パートナーシップ市民フォーラムさがみはらと市長がパートーナーシップ協定締結 
平成１８年５月～平成２０年５月 パートナーシップ市民フォーラムさがみはらで条例市民案の検討 
平成２０年６月 「仮称 みんなが担い手条例」をパートナーシップの基本を定める条例の条例市民案

        として提案 

経
営
調
整
会
議
・
主
管
会
議
で
の
主
な
意
見
・
結
果 

〔■経営調整会議 □主管会議での主な意見〕 

■ 名称をパートナーシップの基本を定める条例から（仮称）市民協働推進条例にするとのこ

とだが、その理由は。 

 ⇒ 今回の条例は市民と行政との協働の推進と共に、市民活動の推進、地域活動の推進を三

本の柱として検討するにあたり、内容を捉えやすくするために（仮称）市民協働推進条例

とするもの。 

 

■ この条例の狙いは何か。以前に定めた「街づくり活動推進条例」とはどう違うのか。 

 ⇒ 街づくり活動推進条例は、さがみはらパートナーシップ推進指針に基づき、パートナー

シップによるまちづくりを進めるハード部門に関する条例であり、（仮称）市民協働推進

条例は、同推進指針の理念や目標といったソフト部門に関する条例である。 

また、この条例制定の狙いは、パートナーシップを推進するための基盤を整備すると共

に、パートナーシップを担う主体が活力を持って持続的な活動ができる環境づくりを進め

ることにある。 

 

 

 

［■経営調整会議の結果］ 

［□主 管 会 議 の 結 果         ］ 
原案を経営会議に付議する。 
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